
参考                          北九州市有料老人ホーム設置運営指導指針新旧対照表 

新 旧 

１ 用語の定義 

この指導指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

１ 用語の定義 

この指導指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）～（６）  略 （１）～（６）  略 

（７） 特定施設入居者生活介護等 次のア、イ及びウに掲げるサービス 

ア  略 

イ 介護保険法第８条第２１項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 

ウ 介護保険法第８条の２第９項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護 

（７） 特定施設入居者生活介護等 次のア、イ及びウに掲げるサービス 

ア  略 

イ 介護保険法第８条第２０項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 

ウ 介護保険法第８条の２第１１項に規定する介護予防特定施設入居者生活介

護 

 （８）  略  （８）  略 

８ 職員の配置、研修及び衛生管理等 ８ 職員の配置、研修及び衛生管理 

 （１）  略  （１）  略 

（２） 職員の研修 

  ア 職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施すること

。特に、生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実

施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順等

について研修を行うこと。 

（２） 職員の研修 

   職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施すること。

特に、生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施す

るサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順等につい

て研修を行うこと。 

イ 介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員

、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護基礎研修を受講させるた

めに必要な措置を講じること。 
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（３） 職員の衛生管理等 

  ア 職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握の

ために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うとともに、就業

中の衛生管理について十分な点検を行うこと。 

（３） 職員の衛生管理 

   職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のた

めに、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うとともに、就業中の

衛生管理について十分な点検を行うこと。 

イ 適正なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するため、職場に

おけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならな

い旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発するとともに、相談に対応する担

当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらか

じめ定め、職員に周知する等、必要な措置を講じること。 

   また、入居者やその家族等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備

するなど、必要な対策を講じることが望ましい。 

 

９ 有料老人ホーム事業の運営 

  有料老人ホームの管理・運営については、次の表の左欄に掲げる事項を遵守す

ること。 

９ 有料老人ホーム事業の運営 

  有料老人ホームの管理・運営については、次の表の左欄に掲げる事項を遵守す

ること。 

事  項 説    明 
 

事  項 説    明 
 

略 
 

略 
 

個人情報の取り扱

い 
略 

 

個人情報の取り扱

い 
略 
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業務継続計画の策

定等 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、入居者

に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じること（計画の策定にあ

たっては、「介護施設・事業所における新型コロナ

ウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及

び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業

務継続ガイドライン」を参照すること。）。 

（２） 職員に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

こと。なお、訓練については、机上を含めその実施

手法は問わないものの、机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施すること。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

非常災害対策 （１） 非常災害に関する具体的計画（消防法施行規

則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を

含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するため

の計画をいう。）を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職

員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他 
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 必要な訓練を行うこと。 

（２） 前号に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めること。 
 

 

 

 
 

衛生管理等 感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げ

る措置を講じること。 

（１） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通

信機器（以下、「テレビ電話装置等」という。）を

活用して行うことができるものとする。）をおおむ

ね六月に一回以上開催するとともに、その結果につ

いて、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会に

ついては、感染対策の知識を有する者を含む、幅広

い職種により構成することが望ましい。 

（２） 感染症及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

（３） 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。な

お、訓練については、机上を含めその実施手法は問

わないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施すること。 
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緊急時の対応 前３項に掲げるもののほか、事故・災害及び急病・負

傷に迅速かつ適切に対応できるよう具体的な計画を立

てるとともに、避難等に必要な訓練を定期的に行うこ

と。 
 

緊急時の対応 事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に対応でき

るよう具体的な計画を立てるとともに、避難等に必要

な訓練を定期的に行うこと。 

 
 

医療機関等との連

携 

（１）  略 

（２）  略 

（３） 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力

内容、協力医療機関及び協力歯科医療機関の診療科

目、協力科目等について入居者に周知しておくこと

。 

（４）～（６）  略 
 

医療機関等との連

携 

（１）  略 

（２）  略 

（３） 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力

内容、協力医療機関及び協力歯科医療機関の診療科

目等について入居者に周知しておくこと。 

 

（４）～（６）  略 
 

略 
 

略 
 

運営懇談会の設置

等 

有料老人ホーム事業の運営について、入居者の積極的

な参加を促し、かつ、外部の者との連携により透明性

を確保する観点から、運営懇談会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を設置し

、その運営に当たっては、次の事項について配慮する

こと。ただし、入居定員が少ないなどの理由により、

運営懇談会の設置が困難なときは、地域との定期的な

交流が確保されていることや、入居者の家族との個別

の連絡体制が確保されていることなどの代替となる措

置があり、かつ、当該措置が運営懇談会の代替になる

運営懇談会の設置

等 

有料老人ホーム事業の運営について、入居者の積極的

な参加を促し、かつ、外部の者との連携により透明性

を確保する観点から、運営懇談会を設置し、その運営

に当たっては、次の事項について配慮すること。ただ

し、入居定員が少ないなどの理由により、運営懇談会

の設置が困難なときは、地域との定期的な交流が確保

されていることや、入居者の家族との個別の連絡体制

が確保されていることなどの代替となる措置があり、

かつ、当該措置が運営懇談会の代替になるものとして

入居者への説明を行っている場合にあっては、この限
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ものとして入居者への説明を行っている場合にあって

は、この限りでない。 

（１）～（３）  略 

（４） 運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に

報告し、説明すること。また、入居者の要望、意見

を運営に反映させるよう努めること。 

ア～ウ  略 
 

りでない。 

 

（１）～（３）  略 

（４） 運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に

報告し、説明するとともに、入居者の要望、意見を

運営に反映させるよう努めること。 

ア～ウ  略 
 

１０ サービス １０ サービス 

 （１） 設置者は、入居者に対して、契約内容に基づき、次の表の左欄に掲げる

区分のサービス等を自ら提供する場合にあっては、それぞれ、その心身の状況

に応じ同表の右欄に掲げる遵守すべき事項を満たした適切なサービスを提供す

ること。 

 （１） 設置者は、入居者に対して、契約内容に基づき、次の表の左欄に掲げる

区分のサービス等を自ら提供する場合にあっては、それぞれ、その心身の状況

に応じ同表の右欄に掲げる遵守すべき事項を満たした適切なサービスを提供す

ること。 

区  分 遵 守 す べ き 事 項 
 

区  分 遵 守 す べ き 事 項 
 

略 
 

略 
 

安否確認又は状

況把握 

入居者が居住部分への訪問による安否確認や状況把握

を希望しない場合であっても、電話、居住部分内での

入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サー

ビスの提供時における確認等その他の適切な方法によ

り、毎日１回以上、安否確認等を実施すること。安否

確認の実施にあたっては、安全・安心の確保の観点の

みならず、プライバシーの確保について十分に考慮す

る必要があることから、その方法等については、運営

安否確認又は状

況把握 

入居者の安否確認又は状況把握については、安全・安

心の確保の観点のみならず、プライバシーの確保につ

いて十分に考慮する必要があることから、その方法等

については、運営懇談会その他の機会を通じて入居者

の意向の確認、意見交換等を行い、できる限りそれを

尊重したものとすること。 
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懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意

見交換等を行い、できる限りそれを尊重したものとす

ること。 
 

 

 

 
 

略 
 

略 
 

 （２）  略  （２）  略 

 （３）  略  （３）  略 

 （４） 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成１７年法律第１２４号）に基づき、次の事項を実施すること。 

 （４） 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律（平成１７年法律第１２４号）に基づき、次の事項を実施すること。 

ア 同法第５条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための施

策に協力すること。 

イ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、職員に周知徹底を図ること。 

ウ 虐待の防止のための指針を整備すること。 

エ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

オ イからエまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。  

ア 同法第５条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための施

策に協力すること。 

カ 同法第２０条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整備その

他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。 

イ 同法第２０条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整備その

他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。 

（５）～（６）  略 

（７）身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

（５）～（６）  略 

（７）身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 
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ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従事者に周知徹底を図る

こと。 

イ～ウ  略 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従事者に周知徹

底を図ること。 

  イ～ウ  略 

１２ 利用料等 １２ 利用料等 

 （１）  略  （１）  略 

 （２） 前払い方式（終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部又

は一部を前払金として一括して受領する方式)によって入居者が支払を行う場

合にあっては、次の各号に掲げる基準によること。 

 （２） 前払い方式（終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部又

は一部を前払金として一括して受領する方式)によって入居者が支払を行う場

合にあっては、次の各号に掲げる基準によること。 

ア  略 ア  略 

イ 老人福祉法第２９条第７項の規定に基づき、前払金の算定根拠を書面で明

示するとともに、前払い金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大臣が定

める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」（平成１８年厚生労働省告

示第２６６号）に規定する必要な保全措置を講じなければならないこと。な

お、平成１８年３月３１日までに届出がされた有料老人ホームについては、

令和３年４月１日以降の新規入居者について、同様に必要な保全措置を講じ

なければならないこと。 

イ 老人福祉法第２９条第７項の規定に基づき、前払金の算定根拠を書面で明

示するとともに、前払い金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大臣が定

める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」（平成１８年厚生労働省告

示第２６６号）に規定する必要な保全措置を講じなければならないこと。な

お、平成１８年３月３１日までに届出がされた有料老人ホームについては、

平成３０年４月１日から３年間は保全措置の法的義務付けの経過期間となっ

ているが、前払金の算定根拠を書面で明示するとともに、適切な保全措置を

講じるよう努めること。 

ウ～キ  略 ウ～キ  略 
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 ク 着工時において、相当数の者の入居が見込まれない場合については、十分

な入居者を確保し安定的な経営が見込まれるまでの間については、前払金の

返還金債務について銀行保証等が付されていること。 

１３ 契約内容等 １３ 契約内容等 

（１）  略 （１）  略 

（２） 契約内容 （２） 契約内容 

ア～カ  略 ア～カ  略 

キ 入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極度額の設定を

含み民法の規定に従うこと。 

 

 （３） 消費者契約の留意点  （３） 消費者契約の留意点 

消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２章第２節（消費者契約の条項

の無効）の規定により、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支

払う損害賠償の額を予定する条項及び消費者の利益を一方的に害する条項につ

いては無効となる場合があることから、入居契約書の作成においては十分に留

意すること。 

消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２節（消費者契約の条項の無効

）の規定により、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支払う損

害賠償の額を予定する条項及び消費者の利益を一方的に害する条項については

無効となる場合があることから、入居契約書の作成においては十分に留意する

こと。 

 （４）～（７）  略  （４）～（７）  略 

 （８） 事故発生の防止の対応  （８） 事故発生の防止の対応 

有料老人ホームにおいて事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置

を講じること。 

有料老人ホームにおいて事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置

を講じること。 

  ア～イ  略 

  ウ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

  ア～イ  略 

ウ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。  
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  エ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。  

 （９） 事故発生時の対応  （９） 事故発生時の対応 

   有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じる

こと。 

   有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じる

こと。 

  ア  略   ア  略 

  イ  略   イ  略 

ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した

場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。 

ウ 入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。 

１４ 情報開示 １４ 情報開示 

 （１）  略  （１）  略 

 （２） 有料老人ホームの経営状況に関する情報  （２） 前払金を受領する有料老人ホームに関する情報 

次の事項に留意すること。 前払金を受領する有料老人ホームにあっては、次の事項に留意すること。 

  ア  略   ア  略 

  イ  略   イ  略 

 （３）  略  （３）  略 

 （４）  略  （４）  略 

１５ 電磁的記録  

（１） 作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の規定にお

いて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（（
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２）に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁器的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができる。 

（２） 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下、「交付等」

という。）のうち、この指導指針の規定において書面で行うことが規定されて

いる又は想定されるものについては、当該交付等の相手方（入居者等）の承諾

を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁器的方法その他人の知覚

によっては認識することができない方法をいう。）によることができる。 

（施行期日） 

１ この指導指針は、令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指導指針８(2)イに示す認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置

を講じることについて、特定施設入居者生活介護等の基準より、令和６年３月 

31 日までは努力義務とする。また、新たに採用した職員については採用後１

年間の猶予期間を設けるものとする。 

３ 指導指針９に示す業務継続計画の策定、衛生管理等及び同指針10(4)イから

オに示す虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催等について、特定施

設入居者生活介護等の基準より、令和６年３月 31 日までは努力義務とする。 

４ 指導指針13(8)エに示す事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当

者を置くことについて、軽費老人ホーム等の基準より、令和３年９月 30 日ま

では努力義務とする。 

 


